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弘前市上下水道事業メーター関連業務及び漏水修繕等業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

(1) 目的 

  この要領は、弘前市上下水道事業メーター関連業務及び漏水修繕等業務委託

（以下「メーター等業務」という。）について、企画力、技術力、創造性、専

門性、実績等の価格以外の要素を含めて総合的に判断し、優れた受注候補者を

公募型プロポーザル方式（ 以下「プロポーザル」という。）により選定するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

 (2) 業務名 

  弘前市上下水道事業メーター関連業務及び漏水修繕等業務委託（以下「業務

委託」という。） 

 (3) 業務内容 

① メーター交換等業務 

② 給排水工事関連業務 

③ 漏水修繕等業務 

④ 施設維持管理等業務 

  ⑤ その他①から④に附帯する業務で、発注者が必要に応じて指定する業務 

  業務委託の区域など、詳細については水準書で定める。 

 

２．業務に要する費用（事業費限度額） 

業務委託に係る委託料の上限額は、999,000,000 円であり、令和 3 年 4 月 1

日から令和 8 年 3 月 31 日までの 5 年間の委託料とし、消費税及び地方消費税

を除く金額とする。 

なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（事業費限度額）を超過した

場合は失格とする。 

 

３．参加資格 

  プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事

項を満たす者とする。 

(1) 弘前市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。ただし、官公需に

ついての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和 41 年 6 月 30 日法律第

97 号）による官公需適格組合が参加する場合は、組合員が単独又は共同企

業体（以下「ＪＶ」という。）の構成員として参加することはできない。 

(2) 弘前市との契約に関して、公示日現在から候補者特定の日までの間に弘前

市建設業者等指名停止要領による指名停止を受けていないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1 項の規定に
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該当しないこと。 

(4) 弘前市契約規則（平成 18 年弘前市規則第 52 号）第 2条の規定に該当しな

いこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てを

している者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成 16 年法律第 75

号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

(6) 弘前市内に本社又は本店を有していること。 

(7) 弘前市指定給水装置工事事業者であること。 

(8) 租税に滞納がないこと。 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第 2条第 6号に規定する暴力団員が、法人の役員又はこれらに準じる地位に

就任し、又は実質的に経営等に関与していないこと。 

(10) 個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の個人情報の適

正な保護及び管理のために必要な措置を講ずることができる者であること。 

(11) メーター等業務の各業務について実務経験を有する業務責任者を配置で

きること。 

(12) メーター等業務の目的を達成するために必要な数の業務従事者及び業務

主任者を配置できること。 

 (13) 給水装置工事主任技術者の資格を有する業務主任者を配置できること。 

 (14) ＪＶで参加する場合は、次の条件を全て満たしていなければならい。 

  ア ＪＶの構成員数は、2 社又は 3 社とすること。 

  イ 各構成員の出資比率は、代表者の出資比率を最大として、最小の出資比

率は２社の場合 30％以上、３社の場合 20％以上とすること。 

  ウ 全ての構成員は(1)から(10)までの条件を満たす者であること。 

  エ (11)から(13)までの条件を満たす構成員がいること。 

  オ ＪＶの構成員が、単独又は他のＪＶの構成員として本プロポーザルに参

加していないこと。 

 

４．説明会 

  業務委託に係るプロポーザルの実施については、希望する事業者に対し下記

のとおり説明会を実施する。 

(1) 実施日時及び場所 

ア 日時  令和 2 年 6月 22 日～24 日の 3日間 

イ 場所  弘前市役所 岩木庁舎 2階 会議室 

(2) 参加人数 

説明会への参加人数は、１事業者２名以内とする。 



- 3 - 
 

(3) 説明会の申込期限 

 令和 2 年 6 月 19 日（金）の正午までに、電子メール又は FAX により説明会

希望の申し出をすること。説明会希望の申し出に応じて個別に開催日時を設

定する。 

 

５．質問の受付及び回答 

(1) 提出期限：令和 2 年 6 月 25 日（木）から令和 2 年 6 月 30 日（火）午後 4

時まで（必着） 

(2) 提出方法：別添の質問書（様式第 9 号）により、電子メールにて提出する

こと。 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

(3) 回答日：令和 2 年 7月 7 日（火） 

(4) 回答方法：市ホームページに掲載 

 

６．参加意思表明書の作成及び提出 

(1) 参加申込みに係る提出書類等については、弘前市ホームページからダウン

ロードすること。 

(2) プロポーザルに参加しようとする事業者（以下「参加表明事業者」という。）

は、プロポーザル参加表明書（様式第 1 号）に必要書類を添付のうえ、期限

までに提出すること。 

(3) 参加表明書に必要とする提出書類 

 ア 会社概要関係書類 

① 資本金、所在地、業務案内、従業員数、社歴、個人情報保護の取組内容

等が確認できるもの 

② 登記事項証明書（全部事項証明書の現在事項証明書） 
参加表明書を提出する日を基準として３カ月以内に発行されたもの 

イ 弘前市指定給水装置工事事業者証の写し 

  弘前市指定給水装置工事事業者でない場合は、弘前市給水条例第６条の

定めるところにより、必要な要件を満たしていることを証明する書類と業

務委託の契約までに弘前市指定給水装置工事事業者の指定を受ける旨の誓

約書 

ウ 労働条件関係書類 

労働関係に係る各種規則や協定の整備状況が確認できるもの 

① 就業規則 

② 労働基準法第 36 条に係る時間外及び休日労働に関する協定書の写し 

エ 必要資格関係書類 

  業務責任者及び業務主任者の候補者の資格要件を証明できるもの 

オ 賠償保険加入状況関係書類 
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  不測の事態に対応するための賠償保険の加入状況について確認できる保

険証書の写し 

カ 租税に未納がないことを証明する書類 

① 直近の事業年度の消費税（税務署発行の未納の税額がないことを証明す

る「納税証明書（その 3）」） 

② 弘前市に納めた直近の事業年度の法人市民税、固定資産税 

キ ＪⅤで参加する場合は、委託業務共同企業体協定書（様式第３号）の写

し及び全ての構成員について、租税に未納がないことを証明する書類 

ク プロポーザル参加申込書等提出書類確認表（様式第 17 号） 

(4) 提出方法 

業務提案書と同時に提出すること。 

(5) プロポーザルの参加辞退 

参加表明事業者がプロポーザルへの参加を辞退する場合は、プロポーザル参

加辞退届（様式第 15 号）を提出すること。 

(6) 参加資格審査結果の通知 

第 6 項第３号に規定する提出書類により、参加表明事業者の参加資格を審査

し、その結果をプロポーザル参加資格審査結果通知書（様式第 4号）により通

知し、併せて参加資格を有することが確認された参加表明事業者（以下「参加

事業者」という。）に対し、プロポーザル参加要請書（様式第 5 号）を送付す

る。 

 

７．業務提案書等の作成及び提出 

  参加事業者は、プロポーザルの実施に係る業務提案書、提案見積書、ヒアリ

ング出席者報告書及び業務提案書等提出書類確認表（以下「提案書等」という。）

を作成のうえ、提出期間内に提出すること。 

なお、提案見積書については、水準書第 2 章に記載している、【月額払い業務】を

積算するものとする。【出来高払い業務】については、発注者と受注者が双方協議の

上、毎年度単価を設定するため、今回の提案見積書には記載不要とする。 

(1) 提出期間 

 提案書等の提出は、令和 2 年 7 月 13 日（月）から令和 2 年 8 月 7 日（金）

までとする。 

(2) 提出先 

 弘前市上下水道部総務課 

(3) 提出方法 

 持参又は郵送により提出すること。 

持参の場合の受付時間は午前 9 時から午後 4 時までとする。（土曜、日曜日

及び祝日を除く。） 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明でき
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る方法とすること。 

(4) 提出部数 

  ア 業務提案書（様式第 8 号） 

    正本１部、副本９部 

  イ 提案見積書（様式第 6 号）及び積算内訳書（様式第 16 号） 

各１部 

  ウ ヒアリング出席者報告書（様式第 7号）  

１部 

  エ 業務提案書等提出書類確認表（様式第 14 号）  

１部 

(5) 業務提案書の内容 

  業務提案書の記載内容については、次の項目について作成する（様式第 8 号

から 8―15 号）。 

   ア 会社概要及び財務状況（直近３カ年の会計年度における貸借対照表及

び損益計算書） 

   イ 業務体制及び業務履行計画 

   ウ メーター交換業務に対する考え方 

   エ 給排水工事関連業務に対する考え方 

   オ 漏水修繕等業務に対する考え方 

   カ 施設維持管理等業務に対する考え方 

   キ 個人情報保護に対する考え方 

   ク 社員への研修体制に対する考え方 

   ケ 地域貢献（地元経済、地元雇用等）に対する考え方 

   コ 災害、緊急時危機管理に対する考え方 

   サ その他の業務提案 

(6) 業務提案書の作成形態 

ア 業務提案書の表紙には、業務提案書（正本用表紙）（様式第 8-1 号）及び

業務提案書（副本用表紙）（様式第 8-2 号）を使用し、事業者名（正本にの

み記載）、提出年月日及び業務提案書ごとの通し番号を記入のうえ、頁の最

初に目次を付け、各頁には、頁番号を記入し、提出部数ごとに綴り提出す

る。 

イ 弘前市又は他の地方公共団体が発注する道路漏水修繕業務を過去に履行

した実績を有する者は、実績を証明する契約書の写し又は実績を証明でき

る書類を業務提案書に添付すること。 

ウ 業務提案書の作成にあたっては、日本語を使用し、日本産業規格Ａ４判

縦置き横書き左綴りで作成し、正本１部、副本９部を提出する。 

エ 電子記録媒体での提出は認めない。 

(7) 注意事項 
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 業務提案書の副本には、事業者名及び見積金額を記載しない。 

(8) 提案見積書（様式第 6 号） 

 提案見積書には、各年度の積算内訳書（様式第 16 号）を添付し、業務提案

書とは別に封かんのうえ１部提出する。 

 

８．審査方法 

 (1) 審査委員会の設置 

ア 市は、受注候補者の選定にあたり、弘前市上下水道事業包括業務委託に

係る公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置

する。 

イ 審査委員会は、提案内容についての評価を行い、最優秀提案者を選定す

る。 

ウ 市は、審査委員会の選定結果をもとに受注候補者を決定する。 

エ 受注候補者を決定するまでは、委員名の公表を行わないものとする。 

 (2) 一次審査 

   業務提案書等を提出した参加事業者が 5者を超えた場合は、審査委員会にお

いて、書類による一次審査で 5者を選考し、その結果については、一次審査の

結果（様式第 11 号）により参加事業者に通知するものとする。ただし、参加

事業者が 5者以内の場合は、一次審査を省略する。 

(3) 二次審査 

   一次審査により選考された業務提案書等は、審査委員会において二次審査を

実施するとともに次のとおり参加事業者ごとにプレゼンテーション及びヒア

リングを実施する。 

なお、新型コロナウイルス感染症等対策のため、テレビ会議等により実施す

る場合がある。 

ア 審査日時及び場所 

  ヒアリング参加要請書（様式第 10 号）により通知する。 

イ 審査時間 

  各参加事業者からのプレゼンテーションは 30 分以内とし、プレゼンテー

ション終了後に審査委員からヒアリングを 20 分程度行う。 

ウ プレゼンテーションの方法 

プレゼンテーションは、自由形式とし、希望する参加事業者は、電子機

器を用いて行うことができる。なお、プレゼンテーションで使用する機器

は、参加事業者で用意すること。ただし、プロジェクター、スクリーン及

び電源コードは市側で用意する。 

エ プレゼンテーション及びヒアリングに際し、提案書提出時に添付してい

ない資料等を新たに提出することはできない。 

オ プレゼンテーションでの出席人数は、5名までとする。なお、出席者の氏
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名等をヒアリング出席者報告書（様式第 7 号）に記入し、提案書とともに

提出する。 

 (4) 受注候補者の決定 

二次審査の結果、受注候補者として選定された事業者には、受注候補者選定

結果通知書（様式第 12 号）を送付する。また、受注候補者に選定されなかった

事業者には、受注候補者非選定結果通知書（様式第 13 号）を送付する。 

 

９．審査基準及び配点 

  プロポーザルは評価基準書に基づき審査する。 

 

10．契約 

(1) 基本協定の締結 

市は、受注候補者と協議し、基本的事項を定めた基本協定を締結する。 

(2) 特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）の設立 

  受注候補者は、メーター等業務の契約締結前までに弘前市上下水道事業水道

料金等徴収業務委託の受注候補者とＳＰＣを設立しなければならない。 

また、ＳＰＣは、円滑に受注業務を行うため、自らの責任において準備をし、

その準備に必要な経費を負担するものとする。 

(3) 契約手続き 

市は、設立されたＳＰＣと基本協定の規定に基づき業務の委託契約を締結す

る。 

(4) 契約保証金等 

   受注者は、業務委託の契約履行を保証するものとして、次の各号のいずれか

を納付又は提出するものとする。 

ア 契約保証金の納付（契約金額の 100 分の 10 以上） 

イ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提出 
ウ 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による

債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確

実と認める金融機関の保証を証するもの 
エ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証

保険契約の締結を証するもの 
オ 履行実績証明書 

過去 2 年間に市、国（公団等を含む。）又は他の地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を複数回締結し、これらを全て誠実に履行した実

績を証するもの 

(5) その他 

現契約者が引き続き受注者となった場合、基本協定の締結及びＳＰＣの設

立を省略することができる。 
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11.日程 

プロポーザルに関するスケジュール（予定） 

 内  容 実施日程 

1 参加募集の公示 令和 2年 6月 15 日(月) 

2 プロポーザル実施に関する説明会 

 

令和 2年 6月 22 日(月)から 

令和 2年 6月 24 日(水)まで 

3 質問書の提出期間 令和 2年 6月 25 日(木)から 

令和 2年 6月 30 日(火)まで 

4 質問書に対する回答 令和 2年 7月 7 日(火) 

市ホームページに掲載 

5 業務提案書、提案見積書の提出期間 

 

令和 2年 7月 13 日(月)から 

令和 2年 8月 7 日(金)まで 

6 一次審査の結果通知 

(参加事業者が５者以内の場合は省略) 

令和 2年 8月 18 日(火) 

7 業務提案書のプレゼンテーション及び

ヒアリング 

審査委員会の審査(受注候補者の選定) 

令和 2年 8月 25 日(火) 

(ヒアリング参加要請書により

通知) 

8 選定結果の通知 令和 2年 8月 31 日(月) 

(別途通知) 

9 基本協定の内容に関する協議及び締結 令和 2年 10 月 1 日(木) 

10 ＳＰＣ(特別目的会社)の設立、契約条件

等協議 

令和 2年 10 月上旬から 

令和 2年 12 月下旬まで 

11 委託業務契約締結 令和 2年 12 月下旬 

12 受注者引継及び準備期間 令和 3年 1月上旬から 

令和 3年 3月 31 日まで 

13 業務開始 令和 3年 4月 1 日から 

 

12．失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当

する場合は、その提案を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法等の条件に適合し

ない書類の提出があった場合 

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(5) 参考見積書の金額が業務に要する費用を超過した場合 
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13．次順位者との交渉 

  市長は、受注候補者と委託契約を締結することができない事由が生じた場合

は、選定結果の次順位以下となった参加事業者のうち評価総合点が上位であっ

た者から順に委託契約の締結について交渉することができる。 

 

14．参考資料の提供 

  本業務の提案に必要と思われる資料については、質問書（様式第9号）へ提供

を要望する資料を記載すること。 

  提供の要望があった資料については、質問書に対する回答の公表と同時期に

提供する予定であるが、資料が存在しない等の理由により、資料を提供できな

い場合もある。 

  市が提供した資料は、本応募に係る検討以外の目的で使用することはできな

い。 

 

15. その他留意事項 

(1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めないこととする。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停

止措置を行うことがある。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使

用しないこととする。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

(5) プロポーザルを公正に執行することができないおそれがあると認めた場合、

既に公告若しくは通知した事項の変更又は当該プロポーザルを延期若しくは

中止することがある。この場合において、参加者が損害を受けることがあっ

ても賠償責任を負わないものとする。 

(6)「業務実施体制回答書」 に記載した配置予定の担当技術者は、原則として

変更できないものとする。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、弘前市と協議のうえ決 

定する。 

(7) 企画提案書等の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。 

ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属する

ものとする。 

イ プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要が

あるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をするこ

とができるものとする。 

ウ 提案者から提出された企画提案書等について、弘前市情報公開条例

（平成１８年弘前市条例第１９号）の規定による請求があったときは、

当該企画提案書等を作成した者に対し、意見書を提出する機会を与える
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ものとする。 

なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響がでるおそれ

がある情報については決定後の開示とする。 

 

16．業務委託の引継ぎ準備期間及び費用負担 

業務委託の引継ぎのための準備期間は、原則として業務委託実施前の３カ月

間とし、詳細な日程及び内容については、発注者と受注者の協議により定める

ものとする。 

また、当該準備期間における引継ぎに要する費用については、受注者の負担

とする。 

 

17．書類提出先及び問合せ先等 

弘前市上下水道部総務課 

〒036―1393  

青森県弘前市大字賀田一丁目 1番地 1 

弘前市役所岩木庁舎２階 

電話 0172－55－9660  FAX 0172－55－9680 

電子メールアドレス suisoumu@city.hirosaki.lg.jp 

 


